
（別紙）

１　設置者及び施設の形態による区分

　（注）社会福祉法人立の幼保連携型認定こども園にあっては、当補助金の交付対象外。

２　補助対象とする幼児とその区分

　(1)　補助対象とする幼児

　　　平成28年５月1日現在で幼稚園等に在園する心身に障がいのある幼児であって、次の区分に該当する者。

　(2)　補助対象区分

　①　私学助成を継続する幼稚園

　②　新制度移行園
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